
 

   鹿児島市社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇申 請 期 間   ①令和２年度から令和４年度までの間に本助成を受けた団体 

・・・令和５年５月１日（月）から令和５年６月３０日（金）まで（必着） 

          ②本助成を初めて申請する団体 

・・・令和５年５月１日（月）から令和５年１２月２７日（水）まで 

☆ 新しく子ども食堂を開設した団体にもお声がけいただければ幸いです。 

 

〇助成対象期間   令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの活動を対象とします。 

       ※ 申請日の属する月の２か月前以降を対象期間とします。 

（例：６月申請の場合、４月分から助成） 

  

〇助成対象経費   食材費、光熱水費、消耗品費、保険料、賃借料、通信運搬費、印刷製本費、 

ボランティアスタッフの交通費、学習支援に使用する教材費  など 

 

〇助成額 (年額 )   下表の子ども（18 歳未満）の利用予定人数に応じた１回あたりの助成額に、 

年間開催予定回数を掛けた金額が助成額の合計額になります。 

 

 

 

 

 

 

 

（例：５人から１０人、２４回開催予定の場合 ⇨  3,000円 × 24 回 ＝ 72,000円） 

               

※ 感染症対策や緊急時等に、建物内での食事提供に代えて、 

お弁当や食材を配布する取り組みも対象とします。 

 

       ※ 助成金額の上限は２４回分までとし、予算の範囲内で審査順に決定します。 

助 成 金 額 

（２４回分まで） 

区

分 

１回あたりの子どもの 

利用予定人数 
１回あたりの助成額 

①  １人から ４人 ２，０００円 

②  ５人から１０人 ３，０００円 

③  １１人から２０人 ５，０００円 

④  ２１人以上 ７，０００円 

令和 5 年度 

 

鹿児島市社会福祉協議会は、鹿児島市内において子ども食堂等を開催する 

団体に対して、運営費の助成を行います。 

この助成は、地域でのつながりや居場所づくりなどに取り組む子ども食堂に

対して、安定的かつ継続的な運営を支援することで、子どもが安心して過ごせ

る地域社会の形成や、食を通じた地域とのふれあいにより、子どもの心身とも

に健やかな育成を図ることを目的とするものです。 

要件に当てはまる団体の方は、是非ご申請ください。 

※区分①は、 
令和5年度に新設しま
した。 
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〇要 件    鹿児島市内において子ども食堂を開設または開設を予定し、 

次の要件を全て満たす団体。 

① 「鹿児島県子ども食堂登録通知書」の交付を受けている。 

② 年６回以上定期的に開催する予定がある。 

③ 運営主体が地域住民、ボランティア団体、ＮＰО法人である。 

④ 毎回１８歳未満の子どもが参加する。 

 

〇申 請 方 法    次の書類を当会事務局まで提出してください。 

① 子ども食堂助成金交付申請書（様式第１） 

② 「鹿児島県子ども食堂登録通知書」の写し 

③ 団体の会則等及び役員・従事者の名簿 

※ その他の書類を提出いただく場合があります。 

         

〇審 査    申請書類について審査を行い適正と認めた場合は、「子ども食堂 

助成金交付決定通知書」（様式第２）によりお知らせするとともに、 

ご指定の金融機関口座に助成金を振り込みます。 

 

〇実 績 報 告    助成金の交付を受けた団体は、当年度の開催が終了したときは、 

「子ども食堂実績報告書」（様式第３）及び開催時の写真を提出 

してください。 

 

※ 当初の予定より開催回数や１回あたりの子どもの平均参加人数が 

少なかった場合などは、助成金の返納を求める場合があります。 

 

この制度は、鹿児島市民や企業などから寄せられた、赤い羽根共同募金や寄付金を財源と

しています。 

 

【問い合わせ・申請受付窓口】 

社会福祉法人 

鹿児島市社会福祉協議会 地域福祉推進課 推進係 

〒892-0816 鹿児島市山下町 15-1 かごしま市民福祉プラザ４階 

（TEL:221-6071／FAX:221-6075）※ 郵送でも受付けます。 

 

◇申請書類は、 “鹿児島市社協”のホームページからダウンロードできます。 

 

     👉  https:www.dondon-net.or.jp 

tel:221-6071／FAX:221-6075）※

